
　

12
月
定
例
会
は
、12
月
1
日
に

招
集
さ
れ
、12
月
18
日
ま
で
18
日

間
の
会
期
で
審
議
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

今
定
例
会
に
は
、「
福
岡
県
議

会
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙

公
報
の
発
行
に
関
す
る
条
例
」、

「
福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関

す
る
条
例
」の
議
員
提
出
議
案

2
件
の
ほ
か
、「
平
成
26
年
度
福

岡
県
一
般
会
計
補
正
予
算
」な
ど

予
算
議
案
2
件
、「
福
岡
県
農
林

水
産
業
・
農
山
漁
村
振
興
条
例
」

な
ど
条
例
議
案
14
件
、専
決
処

分
し
た
も
の
に
つ
い
て
報
告
し
承

認
を
求
め
る
議
案
1
件
、工
事
請

負
契
約
の
締
結
に
関
す
る
議
案

2
件
、そ
の
他
の
議
案
3
件
、合

計
24
件
の
議
案
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。

　

審
議
に
あ
た
っ
て
は
、知
事
の

政
治
姿
勢
、空
港
問
題
、高
齢
者

福
祉
対
策
、農
政
問
題
、教
育
問

題
、警
察
問
題
、世
界
遺
産
登
録

問
題
な
ど
、県
政
全
般
に
わ
た
り

活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
、提
出

さ
れ
た
議
案
24
件
に
つ
い
て
は
、い

ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
ま

た
は
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、9
月
定
例
会
に
お
い
て

決
算
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、

閉
会
中
に
審
査
さ
れ
た
平
成
25

年
度
決
算
議
案
20
件
に
つ
い
て
も

原
案
の
と
お
り
認
定
さ
れ
ま
し

た
。（
決
算
特
別
委
員
会
の
審
査

内
容
に
つ
い
て
は
、6
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
）

定
例
会
の
概
要

平
成
二
十
六
年
十
二
月

台北 國立故宮博物院
-神品至宝-

「福岡県薬物の濫用防止に関する条例」を制定

「福岡県薬物の
濫用防止に関する条例」を制定しました

開催中！11月30日（日）まで

九州国立博物館 特別展

条例制定にいたるまでの福岡県議会の取り組み

11月3日までに、13万6千人が来館！

アジア初 !奇跡の展覧会

開会式でテープカットを行う加地議長（中央）

　福岡県議会では、平成26年12月18日、議員提案としては全国初となる、「福岡県薬物の濫用防止に関する条例」を制定し
ました。
　危険ドラッグについては、近年、全国的に使用者が引き起こす事件や事故が多発し、使用者自身も意識を失い死亡するな
ど、犠牲者が増加傾向にあります。本県においても、危険ドラッグの使用者が運転する自動車が暴走し、負傷者を出す事故が
発生しています。
　このような、本県の状況に鑑み、本条例は、改正医薬品医療機器等法（旧薬事法）の措置を活用すると
ともに、これを補強・補完するものとして、緊急時の知事による特定危険薬物の指定や他の地方公共団
体との連携による指定など、機動的な規制を行い、この問題の根本的な対策に、はじめて踏み込み、
「教育・啓発」と「危険ドラッグ依存症対策」に関する本県の取り組み・施策の方向性を定めています。

●目的
　この条例は、福岡県において薬物の濫用による被害が深刻化している状況
を踏まえ、薬物の濫用を防止するための具体的な方策を推進することにより、
県民の健康と安全を守るとともに、県民が平穏に、かつ安心して暮らせる健全
な社会の実現を図ることを目的とする。

●条例の概要
1 危険ドラッグの疑いがある物品の早期発見を知事に義務づけ
発見後は、直ちに「販売店等」に対し、警告や医薬品医療機器等法の規定に

基づく検査命令、販売等停止命令を発し、暫定的に流通を阻止
2 特定危険薬物の緊急指定
「県民の危害防止のため緊急を要するとき」は、大臣指定前でも、危険ド
ラッグの疑いがある物品を知事が特定危険薬物として指定
3 特定危険薬物の広域指定
他の地方公共団体の条例に基づき大臣指定薬物に準じる規制が行われる
ことになった物品については、広域的な連携の下に本県知事も特定危険薬物
として指定
4 特定危険薬物に係る禁止事項と罰則
特定危険薬物の製造、加工、販売、授与、所持、広告、購入、譲り受け、使用し
たものに対し、警告、中止命令を経て罰則が科される。
5 教育及び啓発の指針
　   •小学校、中学校、高校等の教育機関の努力義務
　   •社会教育の場の活用と県民への周知
6 危険薬物等依存者の治療及び社会復帰の支援に係る指針
   　•医療機関、支援団体等との連携
　   •相談窓口の設置
   　•治療・回復及び社会復帰支援プログラムの策定等
※　この条例は平成26年12月25日に施行されました。準備期間や周知期間が
必要なものについては、4月1日以降に施行されます。

平成26年2月5日付　西日本新聞（朝刊）

薬物濫用防止啓発ポスター

薬物濫用防止条例調整会議薬物濫用防止条例調整会議薬物濫用防止条例調整会議
　危険ドラッグを規制する条例の制定に向けて取り
組むため、10月7日に「薬物濫用防止条例調整会議」を
設置し、7回会議を開催し、具体的方策について、慎重
に検討を重ねました。

加地邦雄議長へ答申加地邦雄議長へ答申
　12月16日、薬物濫用防止条例調整会議は、条例案を
加地議長に答申しました。

議場での提案理由説明議場での提案理由説明議場での提案理由説明
　12月18日、本条例案は県民の責務並びに、教育及び
啓発の指針を定めるなど、県民生活に深く関わり、そ
の協力を求める必要があるものであり、提案にあた
り、樋口明議員が議場において提案理由の説明を行
いました。

条例の本文は、福岡県議会のホームページをご覧ください。
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